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１）計画の目的と期間 

 

糸満市は平成 18 年に、計画期間を平成 18 年度～27 年度を計画期間とする第一次住生活

基本計画（住宅関連基礎調査）を策定した。それに続くストック総合活用計画も次年度に

策定し、建て替えを必要とする市営住宅を定めた。それに基づく住宅再生団地計画も策定

し、次年度以降に糸満市南小学校跡地に市営住宅を建設するに至っている。 

 その間、国、県において新たな住生活基本計画の策定指針が示され、県においては「誰

もが安心して心地よく暮らせる 美ら島 沖縄」として平成 32年度を目標として本計画が

改定された。 

 それらを踏まえ、糸満市においても計画期間が終了し、新たに県の住生活基本計画に基

づいて計画の改定が求められている。糸満市の人口は年々増加しているが、高齢化も進み

つつあり、一部地域では人口が減少し過疎化が進みつつある。他方、潮崎町のように埋め

立て市街地が形成され、地域別の特徴が大きく違ってきた。 

 そのような状況を踏まえ、 

 

計画期間；平成 28年度～平成 37年度 

 

とする新たな糸満市の住生活基本計画の策定が求められ、行うものである。 
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２）計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住生活基本計画 

（全国計画） 

第４次糸満市総合計画 

（平成 23～32年度） 

沖縄県住生活基本計画 

(平成 23～32年度) 

糸満市住生活基本計画 

（平成 28～37年度） 

地域住宅計画等（実施計画） 

地域住宅交付金等 

住宅施策の展開 

＜関 連 計 画＞ 

・糸満市都市計画マスタープ

ラン(平成 16～35年度) 

 

・糸満市風景づくり計画 

(平成 25年度) 

  

・糸満市老人福祉計画及び 

介護保険事業計画 

(平成 27～29年度) 

 

･糸満市子ども・子育て 

支援事業計画 

(平成 27～31年度) 

 

・糸満市第 3次障がい者計画 

(平成 24～29年度) 

 

・糸満市地域福祉計画・第 3

次糸満市地域福祉活動計画

(平成 25～29年度) 

 

・糸満市営住宅再生団地計画

（平成 26年度） 
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３）策定計画の手順 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                

 

               第一回委員会、幹事会 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                 第二回委員会、幹事会 

 

 

          

 

第三回委員会、幹事会 

 

 

現況 

目標指標の比較、検討 

上位関連計画の整理 

市民意識調査 

課題と基本目標 

施策の方針と計画実現に向けて 

計画策定 



 

 


